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各地区薬剤師会会長 殿 
公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 竹野 将行 
 

 

中東情勢に影響を受ける医療物資等の供給不足等に係る報告について 

 
平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
標記に係る窓口の設置につきましては、令和８年４月 13 日付け８福薬業発第

25 号にて、すでにご案内しているところです。 

今般、現下の中東情勢等の影響により、分包紙や軟膏容器等の薬局業務に必要

な消耗品について、不足や価格高騰が生じているとの報道がなされております。 

なお、日本薬剤師会より、薬局現場において供給不足や価格高騰等により業務

への影響が生じている場合には、G-MIS 上に設置された情報提供窓口を活用し、

現場の状況を国へ報告することの重要性が示されております。 

ご多忙かとは存じますが、貴会会員薬局へ、医療物資・消耗品等の供給不足等

による薬局業務への影響が生じている場合には、G-MIS 上の情報提供窓口からの

報告について、改めてご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

医療機関等情報支援システム（G-MIS） 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/ 

以 上 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/


日 薬 業 発 第 2 3 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森 昌平 

 

現下の中東情勢を踏まえた「医療機関等における医療機器及び医療物資等の 

供給に関する情報提供窓口」の周知依頼 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について厚生労働省医政局地域医療計画課及び医薬局総務課より、別添のと

おり連絡がありましたのでお知らせします。 

中東情勢を踏まえた医療機器等の安定供給に関する協力依頼に関しては、令和８

年４月７日付け日薬業発第 19号にてお知らせのとおりです。 

今般の連絡は、現下の中東情勢を踏まえ、医療機関・薬局等から医薬品、医療機

器及び医療物資等の供給状況について情報を受け付ける窓口を設置したことに関す

るものです。 

情報提供は、医療機関等情報支援システム（G-MIS）ログイン後のトップページに

掲載されている専用メールアドレスから行うこととされておりますので、会務ご多

用のところ恐縮ですが内容につきご了知の上、貴会会員にご周知くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

 現下の中東情勢を踏まえた「医療機関等における医療機器及び医療物資等の供給

に関する情報提供窓口」の周知依頼（令和８年４月８日付．厚生労働省医政局地

域医療計画課・医薬局総務課事務連絡） 



 

事  務  連  絡 

令和８年４月８日 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

厚生労働省医薬局総務課 

 

現下の中東情勢を踏まえた「医療機関等における医療機器及び医療物資等の供

給に関する情報提供窓口」の周知依頼 

 

厚生労働省では、医薬品、医療機器及び医療物資等の安定供給に向け、業界団体を

通じて需給状況の確認を行うなどの対応をとっているところです。 

今般、全国の医療機関等の状況を把握するために、医療機関等の皆様からの情報を

受け付ける窓口を設置しますので、貴下団体会員等に対し、本窓口の設置を周知いた

だきますようお願いいたします。 

この窓口は、医療機関等の皆様から医薬品、医療機器及び医療物資等の供給状況に

関する情報をいただくことで、医療機関等の情報を幅広く把握し、医療機器等の安定

供給を図るために設置するものです。 

医療機関等情報支援システム（G-MIS：https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login

/）ログイン後に表示されるトップページに、情報提供用の専用メールアドレスを掲載

しておりますので、医療機関等は掲載しているリンクから G-MISにログインいただ

き、専用メールアドレス宛に情報提供をお願いいたします。 

引き続き、医薬品、医療機器及び医療物資等の供給に関する情報を継続的に把握・

分析を進め、供給の偏りや流通の目詰まりの解消を通じて、国内の医療活動が停滞し

ないよう対策に取り組んでまいりますので、御協力方お願いいたします。 

 

なお、事業者の皆様からの情報提供窓口については、「医薬品、医療機器及び医療物

資等の供給に関する情報提供窓口」（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_7221

1.html）として別途設置していることを申し添えます。 

 

別添
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